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～  考えよう  相手の気持ち  育てよう  思いやりの心  ～

　11月1日㈭から30日㈮までの１か月間は、児童虐待防止推進月間です。
　イライラして、つい必要以上に子どもをしかったり、たたいてしまった
りしていませんか「このままでは、虐待をしてしまうのでは・・・」「も
しかしたらこれって虐待では・・・」と悩んでいませんか
　子どもへの虐待は、子育ての不安から始まることがよくあります。
　様々なストレスがきっかけになって虐待をしてしまう・・・それは、決
して特別なことではありません。同じように悩んでいる人は、たくさんい
ます。
　一人で悩まないで、下記の相談機関へご相談ください。

1．「おかしい」と感じたら迷わず通報
2．「しつけのつもり・・・」は、言い訳
3．ひとりで抱え込まない
4．親の立場より子どもの立場
5．虐待はあなたの周りでも起こりうる

　人には言えない悩みを抱えて、誰に相談してよいかわからない「女性の悩み」に、三重県北勢福祉事務所の女
性相談員が電話相談・面接相談を受け付けています。
※費用は、無料です。秘密は守ります。

　元気で明るい毎日を、あらゆる世代の人々に送っていただくために、正しい知
識を学ぶための講習会を下記の通り開催いたします。
　皆様お誘い合わせの上、是非ご参加ください。
日　時：12月10日（月）10時～
場　所：朝日町保健福祉センター　２階　栄養指導室
定　員：30名　　参加費：300円
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具
申込期間：11月12日（月）～11月30日（金）
申込先：保険福祉課　TEL 377－5659

　給与所得者の個人住民税（個人市町民税＋個人県民税）は、法令により、事業所が給与から特別徴収
（天引き）して、給与所得者に代わって市町に納税することになっています。

　三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆様に個人住民税の特別徴収
を実施していただくための準備を進めております。特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切
り替えをお願いします。
　平成25年度の住民税より新たに特別徴収を希望する事業者様は、平成24年分給与支払報告書総括表に
「特徴」と朱書きで記載の上、ご提出ください。提出期限は１月31日です。
問い合わせ先　税務課　TEL 377－5655

○所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税
は特別徴収していないということはありません
か？
○原則として、パート・アルバイトを含むすべて
の従業員から特別徴収をする必要があります。
○税額の計算は市町で行いますので、所得税のよ
うに税額の計算や年末調整をする手間はかかり
ません。

○納税の手間が省けます。（給与から直接天引
きされるので、金融機関等で納税する手間が
ありません。）

○普通徴収が原則４回払いなのに対して、12回
払いとなるので、１回あたりの負担が軽くな
ります。

女 性 の 悩 み 相 談

たとえば、こんなときに・・・
　○夫や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオ
　　レンス）のこと
　　殴られたり、蹴られたりするなどの身体的な暴
　　力、なじられたり、怒鳴られたりするなどの言
　　葉の暴力・精神的な暴力、生活費が貰えないな
　　どの経済的な暴力を受けるなどしてお悩みの方。
　○離婚のこと
　　離婚を考えている、あるいは、離婚を迫られて
　　いる。
　○親子、嫁姑などの家族問題のこと
　○近隣、職場などの対人関係のこと

　一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。
　
　三重県北勢福祉事務所　女性相談専用
　　電話　059－352－0557
　　月曜日から金曜日まで
　　午前9時から午後3時45分
　　※年末年始、祝日は、お休みです。都合により
　　　相談日時を変更することがあります。

　あなたの気づきが事件を防ぎます。「誰かの身の
危険を感じる大きな怒鳴り声や大きな物音などが聞
こえたら」110番通報を

　ご近所で「虐待かなと思ったら」、「おかしい」と
感じたら迷わず連絡を
　三重県児童相談センター北勢児童相談所
　　電話 059－347－2030（平日昼間）
　　電話 059－347－2052（休日夜間）
　朝日町役場子育て健康課
　　TEL 377－5652（平日昼間）

子どもを虐待から守るための5か条
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※傍聴の申し込みは、当日総務課まで
問い合わせ先　　議会事務局　TEL 377－5656 

※10人まで傍聴できます。
総務財政教育常任委員会
12月５日（水）　９時～
民生産業建設常任委員会
12月６日（木）　９時～

※30人まで傍聴できます。
12月３日（月）　９時～
行政報告・一般質問・提案説明・質疑
12月12日（水）　９時～
委員長報告・質疑・討論・採決

委員会定例会

朝日町
食生活改善推進
協議会

以下の点を確認してください 従業員の皆様には
次のようなメリットがあります

☆平成24年第４回定例会の予定　

　　　　　　と　き　12月４日（火）　10時から15時
　　　　　　ところ　朝日町保健福祉センター「さわやか村」２階　研修室

人権擁護委員　小向　征子（小向）　荒木　智榮（柿） 　伊藤　茂（埋縄）

※人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力
　して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓
　発活動を行っている公職者です。
　当町においても、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方を町長が推薦
　し、法務大臣が委嘱した方に活動していただいております。

「特設人権相談所」のご案内

は給与から天引きの
『特別徴収』で納税を！
は給与から天引きの
『特別徴収』で納税を！個人住民税個人住民税

　人権擁護委員が、人権問題でお悩みのあなたの相談に応じます。ぜひ、この機会にご利用ください。

「気づくのは　あなたと地域の　心の目」


